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北
海
道
立
向
陽
ケ
丘
病
院
の
医
師
が
来

町
し
、
心
配
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よ
る
心
の
落
ち
込
み
、

精
神
的
な
疲
れ
な
ど
に
関
す
る
面
接
相
談

を
行
い
ま
す
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。
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妊
婦
健
診
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は
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ご
主
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が
で
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す
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ど
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だ
さ
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。

　

な
お
、
受
診
を
希
望
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れ
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前
日
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く
だ
さ
い
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妊
婦
健
診
の
日
程
を
お
知
ら
せ
し

ま
す 健

康
づ
く
り
・
子
育
て

医
師
に
よ
る
心
の
悩
み
相
談
を

行
い
ま
す

健
康
づ
く
り

　

　

　特定健診は、生活習慣を見直し、
生活習慣病（糖尿病等）の発症を未
然に防ぐことを目的として実施され
ています。町では昨年６月と１２月
に、国民健康保険の加入者を対象に
特定健診を行い、４６０人が受診し
ました。

　特定健診を受けた結果、生活習慣の
改善が必要と判定された方は、保健師
や栄養士、運動指導士などの支援のも
と生活習慣の改善に取り組む特定保健
指導を受けることになります。

　特定健診では身長、体重、ＢＭＩ(肥満度)、血圧測定、
血液検査、心電図、眼底検査、尿検査を受けます。どの項
目が正常値からはみ出しているのか、体にどのようなこと
が起こってくるかなど健診結果からわかることについて説
明を受けます。

　異常値が出た検査項目は、食事の量や傾向、日常生活の
活動量などに大きく影響を受けています。そのため食生活
や日常生活を振り返り、原因となっているものが何かを探
っていくことが必要です。

　自分の生活の中で原因となっているものの中から改善で
きるものを探し、自分が実行できる目標を具体的に考えて
いきます。
　

　体重や腹囲、血圧を測定し、生活習慣はどのように改善
されたのか保健師や栄養士と一緒に確認していきます。
　健診で「動機付け支援」に区分された方は、特定健診結
果説明会（初回面接）で目標を立て、６ケ月後に成果を評
価され、「積極的支援」に区分された方は、３ケ月間継続し
た支援を受けて６ケ月後に成果を評価されます。

　この記事に関するお問い合わせは、保健福祉課保健グル
ープ（保健センター内）までご連絡ください。
　電話２５-３８５０　ＦＡＸ２５－２１３７

 特定保健指導とは

生活習慣改善のために

特定保健指導を行っています

 特定健診の目的

 特定保健指導の流れ

 　　結果から日常生活を振り返る２

 　　６ヶ月間の目標を立てる３

 　　健診結果の説明１

 　　６ヶ月間の成果を評価します４

その１

　平成２０年度から法律の改正により、メタボリッ
クシンドロームに着目した特定健康診査（以下特定
健診）と生活習慣の改善にむけた特定保健指導が行
われています。
　特定保健指導の内容について３回に分けてお知
らせいたしますが、今月号では、特定健診の目的や
特定保健指導の流れについてお知らせします。

　次号では特定保健指導の具体的な実施状況につ
いてお知らせします
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